
0歳から18歳年度末

（H18.4.2以降生まれ）

までの児童を養育している

支給対象外

現在、大田区から児童手当

（特例給付）を受給している

※公務員は勤務先にお問い合わせください

０歳から２２歳年度末（H14.4.2

以降生まれ）までの子を合わせると

３人以上になる

手続き不要

「認定請求書」を提出してく

ださい

０歳から２２歳年度末（H14.4.2

以降生まれ）までの子を合わせると

３人以上になる

手続き不要

「監護相当・生計費の負担について

の確認書」を提出してください

「認定請求書」を提出してく

ださい

「認定請求書」「監護相当・生計費

の負担についての確認書」を提出し

てください

父母のうち生計中心者（所得

の高い方）の住民登録が大田

区にある

１８歳年度末から２２歳年度末

（H14.4.2～H18.4.1生まれ）まで

の子を養育し、経済負担（学費、生

活費等）がある

※同居別居は問いません

生計中心者の住民登録があ

る自治体へご確認ください

１８歳年度末から２２歳年度末

（H14.4.2～H18.4.1生まれ）まで

の子を養育し、経済負担（学費、生

活費等）がある

※同居別居は問いません
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< 児童手当 >

制度改正に伴う

申請手続き確認フロー

ここからスタート！

🄫大田区


